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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
区

域
区
分

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

江
東
区
有
明
三
丁
目
、
品
川
区
東
品
川

二
丁
目
、
東
品
川
三
丁
目
及
び
江
戸
川

区
小
松
川
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

江
戸
川
区
小
松
川
一
丁
目
及
び
臨
海
町

六
丁
目
各
地
内
並
び
に
同
区
臨
海
町
六

丁
目
地
先

市
街
化
調
整
区

域

追
加
す
る
部
分

江
戸
川
区
小
松
川
一
丁
目
及
び
臨
海
町

六
丁
目
各
地
内
並
び
に
同
区
臨
海
町
六

丁
目
地
先

削
除
す
る
部
分

江
東
区
有
明
三
丁
目
、
品
川
区
東
品
川

二
丁
目
、
東
品
川
三
丁
目
及
び
江
戸
川

区
小
松
川
一
丁
目
各
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
川

都
市
計
画
区
域
区
分
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

立
川
都
市
計
画
区

域
区
分

市
街
化
区
域

追
加
す
る
部
分

立
川
市
柴
崎
町
五
丁
目
及
び
錦
町
五
丁

目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

立
川
市
富
士
見
町
六
丁
目
、
富
士
見
町

七
丁
目
、
柴
崎
町
五
丁
目
及
び
柴
崎
町

六
丁
目
各
地
内

市
街
化
調
整
区

域

追
加
す
る
部
分

立
川
市
富
士
見
町
六
丁
目
、
富
士
見
町

七
丁
目
、
柴
崎
町
五
丁
目
及
び
柴
崎
町

六
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

立
川
市
柴
崎
町
五
丁
目
及
び
錦
町
五
丁

目
各
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京

都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
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同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

品
川
区
北
品
川
五
丁
目
、
北
品
川
六
丁

目
、
東
五
反
田
三
丁
目
、
大
田
区
田
園

調
布
本
町
、
鵜
の
木
一
丁
目
、
世
田
谷

区
喜
多
見
九
丁
目
、
給
田
二
丁
目
、
給

田
三
丁
目
、
練
馬
区
豊
玉
南
三
丁
目
、

中
村
南
一
丁
目
、
上
石
神
井
四
丁
目
、

東
大
泉
三
丁
目
及
び
葛
飾
区
東
水
元
四

丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
中
落
合
四
丁
目
、
西
落
合
一
丁

目
、
文
京
区
音
羽
一
丁
目
、
品
川
区
北

品
川
五
丁
目
、
北
品
川
六
丁
目
、
東
五

反
田
三
丁
目
、
目
黒
区
東
山
二
丁
目
、

東
山
三
丁
目
、
大
田
区
田
園
調
布
本
町
、

田
園
調
布
一
丁
目
、
鵜
の
木
一
丁
目
、

世
田
谷
区
松
原
一
丁
目
、
桜
上
水
五
丁

目
、
野
毛
一
丁
目
、
成
城
八
丁
目
、
成

城
九
丁
目
、
千
歳
台
一
丁
目
、
千
歳
台

二
丁
目
、
千
歳
台
五
丁
目
、
喜
多
見
五

丁
目
、
上
北
沢
二
丁
目
、
上
北
沢
三
丁

目
、
上
北
沢
四
丁
目
、
給
田
五
丁
目
、

中
野
区
白
鷺
二
丁
目
、
杉
並
区
和
田
二

丁
目
、
梅
里
二
丁
目
、
成
田
西
一
丁
目
、

成
田
西
二
丁
目
、
成
田
西
三
丁
目
、
成

田
東
一
丁
目
、
成
田
東
二
丁
目
、
成
田

東
三
丁
目
、
上
高
井
戸
二
丁
目
、
板
橋

区
赤
塚
三
丁
目
、
赤
塚
六
丁
目
、
練
馬

区
氷
川
台
一
丁
目
、
春
日
町
五
丁
目
、

春
日
町
六
丁
目
、
高
松
一
丁
目
、
高
松

二
丁
目
、
高
松
四
丁
目
、
土
支
田
二
丁

目
、
土
支
田
三
丁
目
、
高
野
台
三
丁
目
、

高
野
台
四
丁
目
、
高
野
台
五
丁
目
、
谷

原
五
丁
目
、
三
原
台
一
丁
目
、
石
神
井

町
一
丁
目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
石
神

井
町
七
丁
目
、
石
神
井
町
八
丁
目
、
上

石
神
井
四
丁
目
、
東
大
泉
二
丁
目
、
東

大
泉
五
丁
目
、
大
泉
町
二
丁
目
、
大
泉

学
園
町
三
丁
目
、
大
泉
学
園
町
五
丁
目
、

足
立
区
北
加
平
町
、
神
明
南
一
丁
目
、

神
明
南
二
丁
目
、
東
伊
興
三
丁
目
、
葛

飾
区
水
元
公
園
、
東
水
元
四
丁
目
、
東

水
元
六
丁
目
及
び
江
戸
川
区
西
篠
崎
一

丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

大
田
区
山
王
三
丁
目
、
杉
並
区
梅
里
二

丁
目
、
成
田
東
三
丁
目
、
板
橋
区
赤
塚

五
丁
目
、
練
馬
区
土
支
田
二
丁
目
、
石

神
井
町
五
丁
目
、
石
神
井
台
一
丁
目
、

西
大
泉
一
丁
目
、
南
大
泉
五
丁
目
、
南

大
泉
六
丁
目
及
び
江
戸
川
区
上
篠
崎
一

丁
目
各
地
内

第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

渋
谷
区
代
々
木
四
丁
目
、
葛
飾
区
水
元

公
園
、
東
水
元
四
丁
目
及
び
東
水
元
六

丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

葛
飾
区
鎌
倉
一
丁
目
、
細
田
一
丁
目
、

細
田
四
丁
目
、
細
田
五
丁
目
、
金
町
三

丁
目
、
金
町
浄
水
場
及
び
東
水
元
四
丁

目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

葛
飾
区
東
水
元
五
丁
目
地
内

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

新
宿
区
中
落
合
四
丁
目
、
西
落
合
一
丁

目
、
台
東
区
上
野
七
丁
目
、
上
野
公
園
、

品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
、
上
大
崎
四
丁

目
、
東
五
反
田
三
丁
目
、
西
五
反
田
三

丁
目
、
大
田
区
鵜
の
木
一
丁
目
、
世
田

谷
区
松
原
二
丁
目
、
桜
上
水
四
丁
目
、

野
毛
一
丁
目
、
成
城
八
丁
目
、
成
城
九

丁
目
、
船
橋
五
丁
目
、
南
烏
山
五
丁
目
、

渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
、
中
野
区
白

鷺
二
丁
目
、
杉
並
区
和
田
二
丁
目
、
上

高
井
戸
二
丁
目
、
豊
島
区
西
池
袋
二
丁

目
、
目
白
三
丁
目
、
北
区
十
条
台
一
丁

目
、
板
橋
区
大
山
西
町
、
赤
塚
三
丁
目
、

赤
塚
六
丁
目
、
練
馬
区
氷
川
台
一
丁
目
、

高
野
台
三
丁
目
、
谷
原
五
丁
目
、
三
原

台
一
丁
目
、
石
神
井
町
一
丁
目
、
石
神

井
町
二
丁
目
、
石
神
井
町
七
丁
目
、
石

神
井
町
八
丁
目
、
上
石
神
井
四
丁
目
、

東
大
泉
五
丁
目
、
大
泉
学
園
町
三
丁
目
、

大
泉
学
園
町
五
丁
目
、
足
立
区
西
竹
の

塚
一
丁
目
、
西
竹
の
塚
二
丁
目
、
東
伊

興
三
丁
目
、
葛
飾
区
東
金
町
二
丁
目
、

南
水
元
一
丁
目
、
江
戸
川
区
一
之
江
五

丁
目
及
び
西
篠
崎
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

港
区
三
田
四
丁
目
、
白
金
六
丁
目
、
新

宿
区
高
田
馬
場
四
丁
目
、
台
東
区
上
野

七
丁
目
、
上
野
公
園
、
品
川
区
上
大
崎

三
丁
目
、
東
五
反
田
三
丁
目
、
西
五
反

田
三
丁
目
、
大
田
区
鵜
の
木
一
丁
目
、

世
田
谷
区
松
原
二
丁
目
、
桜
上
水
四
丁

目
、
玉
川
二
丁
目
、
瀬
田
一
丁
目
、
瀬

田
二
丁
目
、
千
歳
台
六
丁
目
、
大
蔵
二

丁
目
、
大
蔵
四
丁
目
、
上
北
沢
二
丁
目
、

上
北
沢
四
丁
目
、
八
幡
山
三
丁
目
、
給

田
二
丁
目
、
給
田
三
丁
目
、
給
田
五
丁

目
、
南
烏
山
二
丁
目
、
南
烏
山
三
丁
目
、

南
烏
山
四
丁
目
、
南
烏
山
五
丁
目
、
北

烏
山
八
丁
目
、
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
一
丁

目
、
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
、
杉
並
区
成
田

東
三
丁
目
、
豊
島
区
高
田
三
丁
目
、
目

白
一
丁
目
、
北
区
十
条
台
一
丁
目
、
赤

羽
一
丁
目
、
赤
羽
三
丁
目
、
赤
羽
西
二
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丁
目
、
赤
羽
北
一
丁
目
、
赤
羽
北
二
丁

目
、
板
橋
区
大
山
西
町
、
練
馬
区
旭
丘

一
丁
目
、
旭
丘
二
丁
目
、
高
松
一
丁
目
、

高
松
二
丁
目
、
高
松
四
丁
目
、
土
支
田

二
丁
目
、
土
支
田
三
丁
目
、
高
野
台
四

丁
目
、
高
野
台
五
丁
目
、
三
原
台
三
丁

目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
石
神
井
町
七

丁
目
、
石
神
井
町
八
丁
目
、
上
石
神
井

四
丁
目
、
東
大
泉
二
丁
目
、
東
大
泉
三

丁
目
、
東
大
泉
五
丁
目
、
西
大
泉
一
丁

目
、
西
大
泉
二
丁
目
、
足
立
区
青
井
一

丁
目
、
青
井
六
丁
目
、
伊
興
三
丁
目
、

伊
興
四
丁
目
、
北
加
平
町
、
神
明
南
一

丁
目
、
神
明
南
二
丁
目
、
中
央
本
町
五

丁
目
、
西
竹
の
塚
二
丁
目
、
花
畑
一
丁

目
、
葛
飾
区
鎌
倉
一
丁
目
、
細
田
四
丁

目
、
東
金
町
二
丁
目
、
江
戸
川
区
西
小

岩
二
丁
目
、
本
一
色
二
丁
目
、
船
堀
七

丁
目
、
宇
喜
田
町
及
び
臨
海
町
六
丁
目

各
地
内
並
び
に
同
区
臨
海
町
六
丁
目
地

先
変
更
す
る
部
分

足
立
区
舎
人
二
丁
目
地
内

第
二
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

港
区
六
本
木
一
丁
目
、
世
田
谷
区
千
歳

台
一
丁
目
、
千
歳
台
二
丁
目
、
千
歳
台

五
丁
目
、
千
歳
台
六
丁
目
、
喜
多
見
五

丁
目
、
給
田
五
丁
目
、
北
烏
山
八
丁
目
、

渋
谷
区
東
一
丁
目
、
代
々
木
四
丁
目
、

千
駄
ヶ
谷
二
丁
目
、
荒
川
区
南
千
住
三

丁
目
、
南
千
住
八
丁
目
及
び
江
戸
川
区

船
堀
七
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
、
六
本
木
一
丁
目
、

新
宿
区
愛
住
町
及
び
渋
谷
区
代
々
木
四

丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

目
黒
区
大
橋
二
丁
目
地
内

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

中
央
区
勝
ど
き
五
丁
目
、
港
区
白
金
六

丁
目
、
新
宿
区
愛
住
町
、
台
東
区
上
野

公
園
、
江
東
区
若
洲
二
丁
目
、
若
洲
三

丁
目
、
品
川
区
北
品
川
四
丁
目
、
北
品

川
六
丁
目
、
上
大
崎
三
丁
目
、
目
黒
区

東
山
二
丁
目
、
東
山
三
丁
目
、
大
田
区

大
森
西
二
丁
目
、
大
森
西
三
丁
目
、
大

森
西
五
丁
目
、
大
森
西
六
丁
目
、
大
森

北
六
丁
目
、
田
園
調
布
一
丁
目
、
仲
六

郷
一
丁
目
、
西
蒲
田
五
丁
目
、
蒲
田
二

丁
目
、
蒲
田
三
丁
目
、
蒲
田
四
丁
目
、

ふ
る
さ
と
の
浜
辺
公
園
、
世
田
谷
区
経

堂
二
丁
目
、
経
堂
三
丁
目
、
松
原
一
丁

目
、
桜
上
水
四
丁
目
、
桜
上
水
五
丁
目
、

大
蔵
二
丁
目
、
大
蔵
四
丁
目
、
上
北
沢

二
丁
目
、
上
北
沢
三
丁
目
、
上
北
沢
四

丁
目
、
南
烏
山
二
丁
目
、
南
烏
山
三
丁

目
、
南
烏
山
四
丁
目
、
南
烏
山
五
丁
目
、

渋
谷
区
代
官
山
町
、
豊
島
区
高
田
三
丁

目
、
目
白
一
丁
目
、
北
区
王
子
五
丁
目
、

東
十
条
三
丁
目
、
板
橋
区
板
橋
四
丁
目
、

加
賀
一
丁
目
、
向
原
二
丁
目
、
大
原
町
、

練
馬
区
羽
沢
三
丁
目
、
豊
玉
南
三
丁
目
、

中
村
南
一
丁
目
、
貫
井
一
丁
目
、
氷
川

台
三
丁
目
、
春
日
町
五
丁
目
、
春
日
町

六
丁
目
、
高
松
一
丁
目
、
高
松
二
丁
目
、

高
松
四
丁
目
、
高
松
五
丁
目
、
土
支
田

二
丁
目
、
高
野
台
三
丁
目
、
高
野
台
四

丁
目
、
高
野
台
五
丁
目
、
三
原
台
三
丁

目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
石
神
井
町
七

丁
目
、
東
大
泉
二
丁
目
、
東
大
泉
五
丁

目
、
足
立
区
青
井
一
丁
目
、
青
井
六
丁

目
、
伊
興
三
丁
目
、
伊
興
四
丁
目
、
扇

二
丁
目
、
北
加
平
町
、
神
明
南
一
丁
目
、

神
明
南
二
丁
目
、
千
住
桜
木
一
丁
目
、

中
央
本
町
五
丁
目
、
西
竹
の
塚
二
丁
目
、

葛
飾
区
東
新
小
岩
一
丁
目
、
東
新
小
岩

二
丁
目
、
東
新
小
岩
四
丁
目
、
鎌
倉
一

丁
目
、
細
田
一
丁
目
、
細
田
四
丁
目
、

細
田
五
丁
目
、
東
金
町
二
丁
目
及
び
江

戸
川
区
西
小
岩
二
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

中
央
区
勝
ど
き
五
丁
目
、
港
区
南
麻
布

四
丁
目
、
白
金
六
丁
目
、
新
宿
区
四
谷

一
丁
目
、
四
谷
本
塩
町
、
大
久
保
三
丁

目
、
台
東
区
上
野
公
園
、
品
川
区
北
品

川
四
丁
目
、
北
品
川
六
丁
目
、
上
大
崎

三
丁
目
、
大
田
区
大
森
西
二
丁
目
、
大

森
西
三
丁
目
、
大
森
西
五
丁
目
、
大
森

西
六
丁
目
、
大
森
北
六
丁
目
、
田
園
調

布
一
丁
目
、
仲
六
郷
一
丁
目
、
仲
六
郷

二
丁
目
、
西
蒲
田
五
丁
目
、
蒲
田
四
丁

目
、
世
田
谷
区
経
堂
四
丁
目
、
桜
丘
二

丁
目
、
北
沢
一
丁
目
、
北
沢
五
丁
目
、

松
原
一
丁
目
、
桜
上
水
四
丁
目
、
瀬
田

二
丁
目
、
船
橋
一
丁
目
、
上
北
沢
三
丁

目
、
上
北
沢
四
丁
目
、
南
烏
山
五
丁
目
、

渋
谷
区
東
一
丁
目
、
恵
比
寿
西
二
丁
目
、

代
官
山
町
、
豊
島
区
西
池
袋
二
丁
目
、

目
白
三
丁
目
、
北
区
王
子
五
丁
目
、
神

谷
一
丁
目
、
荒
川
区
南
千
住
三
丁
目
、

南
千
住
八
丁
目
、
板
橋
区
向
原
二
丁
目
、

練
馬
区
貫
井
一
丁
目
、
春
日
町
五
丁
目
、

春
日
町
六
丁
目
、
高
松
五
丁
目
、
土
支

田
三
丁
目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
足
立

区
江
北
一
丁
目
、
千
住
大
川
町
、
千
住

桜
木
一
丁
目
、
千
住
柳
町
、
西
新
井
本

町
一
丁
目
、
西
竹
の
塚
一
丁
目
、
西
竹

の
塚
二
丁
目
、
葛
飾
区
堀
切
二
丁
目
、

亀
有
二
丁
目
、
新
小
岩
二
丁
目
、
新
小

岩
四
丁
目
、
高
砂
五
丁
目
、
金
町
二
丁

目
、
金
町
三
丁
目
、
金
町
浄
水
場
、
東

金
町
二
丁
目
、
東
金
町
三
丁
目
、
江
戸

川
区
一
之
江
五
丁
目
、
一
之
江
七
丁
目
、

江
戸
川
四
丁
目
、
南
小
岩
一
丁
目
、
南

小
岩
四
丁
目
、
南
小
岩
五
丁
目
、
北
小

岩
三
丁
目
、
東
松
本
二
丁
目
及
び
西
葛

西
三
丁
目
各
地
内
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変
更
す
る
部
分

板
橋
区
若
木
二
丁
目
、
練
馬
区
石
神
井

町
二
丁
目
、
足
立
区
青
井
一
丁
目
、
青

井
六
丁
目
、
神
明
一
丁
目
、
神
明
二
丁

目
、
中
央
本
町
三
丁
目
、
中
央
本
町
四

丁
目
、
中
央
本
町
五
丁
目
及
び
江
戸
川

区
江
戸
川
六
丁
目
各
地
内

第
二
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
、
港
区
三
田
四

丁
目
、
虎
ノ
門
五
丁
目
、
六
本
木
一
丁

目
、
新
宿
区
大
久
保
三
丁
目
、
品
川
区

西
五
反
田
三
丁
目
、
渋
谷
区
恵
比
寿
西

二
丁
目
、
代
官
山
町
、
千
駄
ヶ
谷
一
丁

目
、
千
駄
ヶ
谷
五
丁
目
、
杉
並
区
成
田

西
一
丁
目
、
成
田
西
二
丁
目
、
成
田
西

三
丁
目
、
成
田
東
二
丁
目
、
成
田
東
三

丁
目
、
北
区
豊
島
四
丁
目
、
豊
島
五
丁

目
、
十
条
台
一
丁
目
及
び
足
立
区
千
住

桜
木
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
、
麹
町
五
丁
目
、

二
番
町
、
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
、
六
本

木
一
丁
目
、
六
本
木
三
丁
目
、
赤
坂
九

丁
目
、
渋
谷
区
代
官
山
町
、
代
々
木
四

丁
目
、
北
区
十
条
台
一
丁
目
及
び
足
立

区
千
住
桜
木
一
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

港
区
虎
ノ
門
五
丁
目
、
麻
布
台
一
丁
目
、

赤
坂
九
丁
目
及
び
新
宿
区
西
新
宿
五
丁

目
各
地
内

準
住
居
地
域

追
加
す
る
部
分

世
田
谷
区
玉
川
二
丁
目
、
瀬
田
一
丁
目
、

瀬
田
二
丁
目
及
び
足
立
区
花
畑
一
丁
目

各
地
内

削
除
す
る
部
分

渋
谷
区
代
々
木
四
丁
目
、
板
橋
区
蓮
根

二
丁
目
及
び
蓮
根
三
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

足
立
区
花
畑
一
丁
目
地
内

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

港
区
白
金
六
丁
目
、
新
宿
区
高
田
馬
場

四
丁
目
、
台
東
区
浅
草
七
丁
目
、
墨
田

区
京
島
一
丁
目
、
大
田
区
大
森
西
六
丁

目
、
田
園
調
布
本
町
、
田
園
調
布
一
丁

目
、
仲
六
郷
一
丁
目
、
仲
六
郷
二
丁
目
、

仲
六
郷
三
丁
目
、
西
蒲
田
五
丁
目
、
蒲

田
二
丁
目
、
蒲
田
三
丁
目
、
蒲
田
本
町

二
丁
目
、
世
田
谷
区
経
堂
四
丁
目
、
桜

丘
二
丁
目
、
大
原
一
丁
目
、
大
原
二
丁

目
、
北
沢
一
丁
目
、
北
沢
五
丁
目
、
松

原
二
丁
目
、
松
原
三
丁
目
、
船
橋
一
丁

目
、
上
北
沢
三
丁
目
、
上
北
沢
四
丁
目
、

八
幡
山
三
丁
目
、
渋
谷
区
恵
比
寿
三
丁

目
、
杉
並
区
梅
里
二
丁
目
、
成
田
東
一

丁
目
、
成
田
東
三
丁
目
、
北
区
堀
船
一

丁
目
、
東
十
条
三
丁
目
、
赤
羽
西
二
丁

目
、
荒
川
区
東
尾
久
三
丁
目
、
板
橋
区

大
山
西
町
、
蓮
根
二
丁
目
、
蓮
根
三
丁

目
、
練
馬
区
貫
井
一
丁
目
、
春
日
町
五

丁
目
、
春
日
町
六
丁
目
、
土
支
田
二
丁

目
、
土
支
田
三
丁
目
、
石
神
井
町
八
丁

目
、
東
大
泉
五
丁
目
、
西
大
泉
一
丁
目
、

西
大
泉
二
丁
目
、
大
泉
町
二
丁
目
、
足

立
区
足
立
一
丁
目
、
足
立
三
丁
目
、
綾

瀬
三
丁
目
、
扇
二
丁
目
、
千
住
大
川
町
、

千
住
龍
田
町
、
千
住
元
町
、
千
住
柳
町
、

西
新
井
栄
町
二
丁
目
、
西
新
井
本
町
一

丁
目
、
葛
飾
区
東
四
つ
木
三
丁
目
、
堀

切
二
丁
目
、
亀
有
二
丁
目
、
亀
有
三
丁

目
、
新
小
岩
二
丁
目
、
新
小
岩
四
丁
目
、

東
金
町
二
丁
目
、
江
戸
川
区
一
之
江
七

丁
目
、
江
戸
川
四
丁
目
、
南
小
岩
一
丁

目
、
南
小
岩
四
丁
目
、
南
小
岩
五
丁
目
、

北
小
岩
三
丁
目
、
東
松
本
二
丁
目
及
び

本
一
色
二
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
四
谷
一
丁
目
、
大
田
区
田
園
調

布
本
町
、
仲
六
郷
一
丁
目
、
西
蒲
田
五

丁
目
、
蒲
田
四
丁
目
、
蒲
田
本
町
二
丁

目
、
世
田
谷
区
経
堂
二
丁
目
、
経
堂
三

丁
目
、
松
原
二
丁
目
、
上
北
沢
三
丁
目
、

上
北
沢
四
丁
目
、
南
烏
山
二
丁
目
、
南

烏
山
三
丁
目
、
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
二
丁

目
、
北
区
堀
船
一
丁
目
、
赤
羽
一
丁
目
、

荒
川
区
東
尾
久
三
丁
目
、
東
尾
久
六
丁

目
、
板
橋
区
大
山
西
町
、
練
馬
区
旭
丘

一
丁
目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
石
神
井

町
三
丁
目
、
石
神
井
町
四
丁
目
、
石
神

井
町
七
丁
目
、
石
神
井
町
八
丁
目
、
足

立
区
綾
瀬
三
丁
目
、
梅
島
二
丁
目
、
千

住
旭
町
、
中
央
本
町
一
丁
目
、
西
竹
の

塚
一
丁
目
、
葛
飾
区
立
石
八
丁
目
、
東

立
石
四
丁
目
、
四
つ
木
一
丁
目
、
高
砂

五
丁
目
及
び
南
水
元
一
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

練
馬
区
東
大
泉
五
丁
目
、
足
立
区
綾
瀬

三
丁
目
、
江
戸
川
区
北
小
岩
三
丁
目
及

び
本
一
色
二
丁
目
各
地
内

商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
、
麹
町
五
丁
目
、

二
番
町
、
中
央
区
勝
ど
き
五
丁
目
、
勝

ど
き
六
丁
目
、
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
、

南
麻
布
四
丁
目
、
六
本
木
一
丁
目
、
六

本
木
三
丁
目
、
赤
坂
九
丁
目
、
新
宿
区

四
谷
一
丁
目
、
四
谷
本
塩
町
、
文
京
区

音
羽
一
丁
目
、
台
東
区
上
野
七
丁
目
、

品
川
区
上
大
崎
三
丁
目
、
西
五
反
田
三

丁
目
、
大
田
区
大
森
西
二
丁
目
、
大
森

西
三
丁
目
、
大
森
西
五
丁
目
、
大
森
西

六
丁
目
、
大
森
北
六
丁
目
、
西
蒲
田
五

丁
目
、
蒲
田
四
丁
目
、
蒲
田
本
町
二
丁

目
、
世
田
谷
区
経
堂
二
丁
目
、
松
原
一

丁
目
、
渋
谷
区
東
一
丁
目
、
代
官
山
町
、

渋
谷
三
丁
目
、
北
区
王
子
一
丁
目
、
堀
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船
一
丁
目
、
赤
羽
一
丁
目
、
赤
羽
三
丁

目
、
荒
川
区
東
尾
久
三
丁
目
、
東
尾
久

六
丁
目
、
練
馬
区
旭
丘
一
丁
目
、
旭
丘

二
丁
目
、
石
神
井
町
二
丁
目
、
石
神
井

町
三
丁
目
、
石
神
井
町
四
丁
目
、
石
神

井
町
七
丁
目
、
石
神
井
町
八
丁
目
、
足

立
区
綾
瀬
三
丁
目
、
千
住
旭
町
、
葛
飾

区
立
石
三
丁
目
、
立
石
四
丁
目
、
立
石

八
丁
目
、
東
立
石
四
丁
目
、
四
つ
木
一

丁
目
、
四
つ
木
二
丁
目
及
び
東
金
町
三

丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
麹
町
四
丁
目
、
台
東
区
上
野

七
丁
目
、
浅
草
七
丁
目
、
品
川
区
上
大

崎
三
丁
目
、
上
大
崎
四
丁
目
、
西
五
反

田
三
丁
目
、
大
田
区
大
森
西
二
丁
目
、

大
森
西
三
丁
目
、
大
森
西
五
丁
目
、
大

森
西
六
丁
目
、
大
森
北
六
丁
目
、
西
蒲

田
五
丁
目
、
蒲
田
二
丁
目
、
蒲
田
三
丁

目
、
蒲
田
四
丁
目
、
世
田
谷
区
大
原
一

丁
目
、
大
原
二
丁
目
、
松
原
二
丁
目
、

松
原
三
丁
目
、
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
五
丁

目
、
千
駄
ヶ
谷
六
丁
目
、
荒
川
区
東
尾

久
三
丁
目
及
び
足
立
区
西
新
井
栄
町
二

丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
、
虎
ノ
門
二
丁
目
、

虎
ノ
門
三
丁
目
、
虎
ノ
門
四
丁
目
、
愛

宕
一
丁
目
、
六
本
木
一
丁
目
、
六
本
木

三
丁
目
、
六
本
木
七
丁
目
、
赤
坂
九
丁

目
、
港
南
二
丁
目
、
台
東
区
上
野
七
丁

目
、
大
田
区
大
森
西
二
丁
目
、
大
森
西

三
丁
目
、
大
森
西
五
丁
目
、
大
森
西
六

丁
目
、
大
森
北
六
丁
目
、
西
蒲
田
五
丁

目
、
蒲
田
二
丁
目
、
蒲
田
四
丁
目
、
世

田
谷
区
宮
坂
三
丁
目
、
渋
谷
区
渋
谷
三

丁
目
、
桜
丘
町
、
道
玄
坂
一
丁
目
、
道

玄
坂
二
丁
目
、
葛
飾
区
青
戸
三
丁
目
及

び
江
戸
川
区
南
小
岩
七
丁
目
各
地
内

準
工
業
地
域

追
加
す
る
部
分

港
区
白
金
六
丁
目
、
江
東
区
東
雲
一
丁

目
、
東
雲
二
丁
目
、
有
明
三
丁
目
、
品

川
区
北
品
川
四
丁
目
、
北
品
川
五
丁
目
、

東
品
川
二
丁
目
、
東
品
川
三
丁
目
、
大

田
区
大
森
東
三
丁
目
、
東
海
六
丁
目
、

ふ
る
さ
と
の
浜
辺
公
園
、
北
区
赤
羽
北

一
丁
目
、
赤
羽
北
二
丁
目
、
浮
間
四
丁

目
、
荒
川
区
南
千
住
三
丁
目
、
荒
川
一

丁
目
、
東
尾
久
三
丁
目
、
板
橋
区
向
原

二
丁
目
、
前
野
町
二
丁
目
、
練
馬
区
高

松
五
丁
目
、
足
立
区
梅
島
二
丁
目
、
中

央
本
町
一
丁
目
、
葛
飾
区
高
砂
五
丁
目
、

金
町
二
丁
目
、
金
町
三
丁
目
、
金
町
浄

水
場
、
江
戸
川
区
小
松
川
一
丁
目
、
宇

喜
田
町
及
び
西
葛
西
三
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

中
央
区
勝
ど
き
五
丁
目
、
勝
ど
き
六
丁

目
、
墨
田
区
京
島
一
丁
目
、
品
川
区
北

品
川
四
丁
目
、
北
品
川
五
丁
目
、
大
田

区
東
海
六
丁
目
、
仲
六
郷
一
丁
目
、
仲

六
郷
二
丁
目
、
仲
六
郷
三
丁
目
、
蒲
田

本
町
二
丁
目
、
世
田
谷
区
船
橋
五
丁
目
、

喜
多
見
九
丁
目
、
渋
谷
区
恵
比
寿
三
丁

目
、
東
一
丁
目
、
渋
谷
三
丁
目
、
北
区

王
子
一
丁
目
、
王
子
五
丁
目
、
堀
船
一

丁
目
、
東
十
条
三
丁
目
、
浮
間
一
丁
目
、

荒
川
区
荒
川
一
丁
目
、
東
尾
久
三
丁
目
、

東
尾
久
七
丁
目
、
東
尾
久
八
丁
目
、
板

橋
区
板
橋
四
丁
目
、
加
賀
一
丁
目
、
向

原
二
丁
目
、
大
原
町
、
練
馬
区
羽
沢
三

丁
目
、
豊
玉
南
三
丁
目
、
中
村
南
一
丁

目
、
貫
井
一
丁
目
、
氷
川
台
三
丁
目
、

高
松
五
丁
目
、
足
立
区
足
立
一
丁
目
、

足
立
三
丁
目
、
綾
瀬
三
丁
目
、
扇
二
丁

目
、
千
住
大
川
町
、
千
住
桜
木
一
丁
目
、

千
住
龍
田
町
、
千
住
元
町
、
葛
飾
区
立

石
三
丁
目
、
立
石
四
丁
目
、
四
つ
木
一

丁
目
、
四
つ
木
二
丁
目
、
東
四
つ
木
三

丁
目
、
亀
有
三
丁
目
、
東
新
小
岩
一
丁

目
、
東
新
小
岩
二
丁
目
、
東
新
小
岩
四

丁
目
、
江
戸
川
区
小
松
川
一
丁
目
及
び

本
一
色
二
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

大
田
区
仲
六
郷
三
丁
目
、
仲
六
郷
四
丁

目
、
荒
川
区
町
屋
一
丁
目
、
東
尾
久
五

丁
目
、
東
尾
久
八
丁
目
、
西
尾
久
二
丁

目
、
板
橋
区
若
木
二
丁
目
、
足
立
区
青

井
一
丁
目
、
青
井
六
丁
目
、
北
加
平
町
、

神
明
南
一
丁
目
、
神
明
南
二
丁
目
、
中

央
本
町
三
丁
目
、
中
央
本
町
四
丁
目
、

谷
中
四
丁
目
、
葛
飾
区
東
新
小
岩
一
丁

目
、
東
新
小
岩
三
丁
目
、
東
新
小
岩
四

丁
目
、
奥
戸
二
丁
目
、
奥
戸
三
丁
目
、

奥
戸
七
丁
目
、
江
戸
川
区
船
堀
五
丁
目

及
び
船
堀
七
丁
目
各
地
内

工
業
地
域

追
加
す
る
部
分

北
区
王
子
五
丁
目
、
神
谷
一
丁
目
、
浮

間
一
丁
目
、
荒
川
区
荒
川
一
丁
目
、
東

尾
久
七
丁
目
、
東
尾
久
八
丁
目
及
び
足

立
区
江
北
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

江
東
区
東
雲
一
丁
目
、
東
雲
二
丁
目
、

大
田
区
大
森
東
三
丁
目
、
ふ
る
さ
と
の

浜
辺
公
園
、
北
区
豊
島
四
丁
目
、
豊
島

五
丁
目
、
浮
間
四
丁
目
、
荒
川
区
荒
川

一
丁
目
、
板
橋
区
前
野
町
二
丁
目
、
足

立
区
扇
二
丁
目
及
び
葛
飾
区
四
つ
木
一

丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

板
橋
区
西
台
四
丁
目
、
若
木
一
丁
目
、

足
立
区
扇
一
丁
目
及
び
葛
飾
区
奥
戸
二

丁
目
各
地
内

工
業
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

大
田
区
東
海
六
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分
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江
東
区
若
洲
二
丁
目
、
若
洲
三
丁
目
及

び
大
田
区
東
海
六
丁
目
各
地
内

二

関
係
図
書
の
縦
覧

場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
千
代
田
区
役
所
、
中

央
区
役
所
、
港
区
役
所
、
新
宿
区
役
所
、

文
京
区
役
所
、
台
東
区
役
所
、
墨
田
区
役

所
、
江
東
区
役
所
、
品
川
区
役
所
、
目
黒

区
役
所
、
大
田
区
役
所
、
世
田
谷
区
役
所
、

渋
谷
区
役
所
、
中
野
区
役
所
、
杉
並
区
役

所
、
豊
島
区
役
所
、
北
区
役
所
、
荒
川
区

役
所
、
板
橋
区
役
所
、
練
馬
区
役
所
、
足

立
区
役
所
、
葛
飾
区
役
所
及
び
江
戸
川
区

役
所

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
六
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
七
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
３６
、
３７
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
二
十
八
番

ほ
か

中
層
耐
火

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
五
戸

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
４３
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
四
十
二
番

同
右

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

九
戸

久
我
山
一
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２０
号
棟
）

杉
並
区
久
我
山
一
丁
目
三
番

高
層
耐
火

四
〇
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

八
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

４０
、
Ｎ－

４２
、
Ｎ－

４７
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
四
番
ほ
か

中
層
耐
火

二
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
四
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

３７
、
Ｎ－

３８
、
Ｎ－

３９
、
Ｎ－

４１

号
棟
）

同
右

同
右

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

五
六
戸

同
右

同
右

同
右

四
九
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

４０
、
Ｎ－

４２
、
Ｎ－

４７
、
Ｎ－

５０

号
棟
）

同
右

同
右

四
七
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

八
〇
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

５１
、
Ｎ－

５２
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
二
番

同
右

五
六
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六
四
戸

舎
人
町
ア
パ
ー
ト

（
１２
、
１３
号
棟
）

足
立
区
舎
人
六
丁
目
十
三
番

同
右

五
一
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
一
〇
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
八
号

次
の
都
営
改
良
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
二
十
九
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
五
年
五
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
３５
、
３７
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
四
十
二
番

ほ
か

中
層
耐
火

三
二
・
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六
八
戸

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
３７
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
二
十
八
番

同
右

四
五
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル

七
戸

下
馬
ア
パ
ー
ト

（
４３
号
棟
）

世
田
谷
区
下
馬
二
丁
目
四
十
二
番

同
右

四
六
・
九
平
方
メ
ー
ト
ル

三
戸
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◉
東
京
都
告
示
第
六
百
三
十
号

令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
八
号
（
都
立
公
園
の
設

置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
図
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業

労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

日
本
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
・
富
国
生

命
ビ
ル
・
日
比
谷
国
際
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
一
号
ほ

か

三

設
置
者
名

日
本
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
ほ
か

二
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

株
式
会
社
丸
善
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
ほ
か
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の
氏
名
又
は
名
称

十
一
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
丸
善
ジ
ュ
ン
ク
堂
書
店
ほ
か

十
名

七

変
更
日

令
和
三
年
四
月
三
十
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

三
菱
ビ
ル
・
丸
の
内
二
丁
目
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
五
番
一
号
ほ

か

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
Ａ
Ｃ
Ｒ
Ｏ
ほ
か
一
名

六

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

御
後

章
（
株
式
会
社
Ａ
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
ほ

か

七

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

宮
崎

稔
章
（
株
式
会
社
Ａ
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）

ほ
か

八

変
更
日

令
和
三
年
十
二
月
一
日
ほ
か

九

届
出
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

十

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
一

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
二

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

丸
の
内
仲
通
り
ビ
ル
・
岸
本
ビ
ル
ヂ
ン

グ

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
二
番
一
号
、

三
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ト
ゥ
ミ
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社
ほ
か
八
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

ト
ゥ
ミ
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社
ほ
か
八
名

七

変
更
日

令
和
四
年
七
月
一
日
ほ
か

八

届
出
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

九

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
一

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

丸
の
内
パ
ー
ク
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
・
三
菱

一
号
館

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
六
番
一
号
、

二
号

三

設
置
者
名

三
菱
地
所
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
一
番
一
号

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

Ｅ
Ｌ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
十
三

名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

Ｅ
Ｌ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
ほ
か
十
四

名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

Ｅ
Ｌ
Ｃ
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

マ
シ
ュ
ー

グ
ラ
ン
ド
ン

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ア
ク
ィ
リ
ナ

十

変
更
日

令
和
四
年
五
月
二
日
ほ
か

十
一

届
出
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八

月
二
十
八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都

の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を

除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
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水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

指
定
年

月
日

一
〇
五
五

一

株
式
会
社

新
航
海

須
貝

久
美

小
平
市
大
沼

町
七
丁
目
五

番
二
十
八
号

Ｉ
Ｆ
Ｃ
テ
ラ

ス
二
〇
二
号

室

令
和
五
年

三
月
二
十

五
日

一
〇
五
五

二

有
限
会
社

中
央
メ
ン

テ
ナ
ン
ス

古
賀

孝

神
奈
川
県
横

浜
市
旭
区
中

白
根
四
丁
目

一
番
三－

二

一
一
号

同
日

一
〇
五
五

三

株
式
会
社

政
和
工
業

所

和
田

亮

神
奈
川
県
横

浜
市
鶴
見
区

獅
子
ケ
谷
一

丁
目
三
十
番

三
十
九
号

同
日

一
〇
五
五

四

黒
須
設
備

黒
須

寛
仁

埼
玉
県
八
潮

市
中
央
一
丁

目
一
番
地
四

十
三

同
日

一
〇
五
五

五

三
陽
工
業

真
保

裕

杉
並
区
井
草

二
丁
目
三
十

二
番
十
五
号

同
日

一
〇
五
五

六

株
式
会
社

Ｌ
ｉ
ｍ
水

道
設
備

深
野

義
人

大
田
区
西
六

郷
一
丁
目
四

十
一
番
十
号

同
日

一
〇
五
五

七

株
式
会
社

中
澤
総
設

中
澤

良
樹

神
奈
川
県
横

浜
市
青
葉
区

同
日

荏
子
田
二
丁

目
二
十
九
番

地
十
一

一
〇
五
五

八

株
式
会
社

ユ
ニ
マ
ッ

ト
ラ
イ
フ

菅
田

貴
人

港
区
南
青
山

二
丁
目
十
二

番
十
四
号

同
日

一
〇
五
五

九

株
式
会
社

ラ
イ
ト
サ

ク
セ
ス

湯
田

光
成

足
立
区
扇
一

丁
目
三
十
一

番
四
十
七
号

レ
ガ
リ
ア
Ｂ

棟
三
〇
一

同
日

一
〇
五
六

〇

ジ
ャ
パ
ン

ネ
ク
ス
ト

リ
テ
イ
リ

ン
グ
株
式

会
社

河
北

裕
介

愛
知
県
名
古

屋
市
千
種
区

内
山
三
丁
目

三
十
一
番
二

十
号

同
日

一
〇
五
六

一

日
吉
設
備

日
吉

寿
行

埼
玉
県
新
座

市
野
寺
三
丁

目
九
番
二
十

九
号

同
日

一
〇
五
六

二

Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ｙ

Ｓ
株
式
会

社

溝
口

康
裕

埼
玉
県
川
口

市
北
原
台
二

丁
目
十
九
番

地
一

同
日

一
〇
五
六

三

株
式
会
社

田
中
設
備

中
嶋
亜
希
子

江
戸
川
区
平

井
四
丁
目
三

十
番
六
号

同
日

一
〇
五
六

四

株
式
会
社

佐
野
設
備

サ
ー
ビ
ス

佐
野

光
昭

大
田
区
西
六

郷
一
丁
目
十

三
番
一－

八

〇
七
号

同
日

一
〇
五
六

五

Ｋ
ａ
ｒ
ａ

ｉ
ｎ

五
島
加
世
子

埼
玉
県
和
光

市
下
新
倉
四

丁
目
二
十
七

番
四
十－

四

号

同
日

一
〇
五
六

Ａ
Ｑ
Ｕ
Ａ

髙
根

明
宏

神
奈
川
県
川

同
日

六

Ｓ

崎
市
麻
生
区

向
原
三
丁
目

一
番
十－

一

号

一
〇
五
六

七

あ
く
み
設

計

福
見

尚
人

港
区
台
場
一

丁
目
五
番
七

－

四
〇
九
号

同
日

一
〇
五
六

八

株
式
会
社

中
央
水
道

栁
生
江
身
子

中
野
区
中
央

四
丁
目
一
番

六
号
新
中
野

ビ
ル
二
〇
六

Ｂ
号
室

同
日

一
〇
五
六

九

髙
橋
設
備

髙
橋

健
一

八
王
子
市
諏

訪
町
三
十
五

番
地
十
九

同
日

一
〇
五
七

〇

成
設
備
株

式
会
社

中
村

力
也

埼
玉
県
所
沢

市
林
二
丁
目

百
八
番
地
の

十
四

同
日

一
〇
五
七

一

株
式
会
社

夢
源

金
野

孝
一

埼
玉
県
八
潮

市
大
字
大
曽

根
千
二
百
四

十
三
番
地
二

同
日

一
〇
五
七

二

株
式
会
社

イ
ン
テ
リ

ア
タ
マ

宮
本

昭

日
野
市
高
幡

千
六
番
地
の

一

同
日

一
〇
五
七

三

株
式
会
社

ス
ウ
ィ
ー

ト
ホ
ー
ム

住
宅
サ
ー

ビ
ス

神
田

康
宏

渋
谷
区
代
々

木
四
丁
目
六

十
二
番
十
六

号

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の
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七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

西

山

智

之

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

八
〇
九
三

タ
カ
タ
ニ

住
設

髙
谷

哲
郎

千
葉
県
浦
安

市
猫
実
四
丁

目
五
番
一
三

－

一
Ａ
号
金

子
リ
バ
ー
サ

イ
ド
ビ
ル

平
成
二
十

九
年
三
月

三
十
一
日

八
〇
三
二

信
共
商
会

鈴
木

俊
一

世
田
谷
区
太

子
堂
四
丁
目

二
十
九
番
一

号
萩
原
ビ
ル

令
和
三
年

九
月
五
日

一
七
〇
三

杉
山
管
工

株
式
会
社

杉
山

文
範

世
田
谷
区
三

軒
茶
屋
二
丁

目
四
十
一
番

六
号

令
和
五
年

二
月
二
十

八
日

七
八
二
九

有
限
会
社

ダ
ー
ト
・

オ
フ

下
坂

健
三

板
橋
区
板
橋

二
丁
目
二
十

三
番
六
号

同
日

八
七
四
三

株
式
会
社

百
合
丘
リ

ビ
ン
グ

植
松

實

神
奈
川
県
川

崎
市
麻
生
区

百
合
丘
一
丁

目
二
十
四
番

地
五

同
日

一
二
三
三

玉
造
工
業

所

玉
造

隆
男

墨
田
区
押
上

三
丁
目
二
十

九
番
二
号
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年
三
月

三
日

七
八
四
〇

清
水
設
備
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水
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治
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玉
県
新
座
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ノ
内
一

丁
目
二
番
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十
号
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月
十
三

日
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二
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設
備
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武
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葉
県
鎌
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谷
市
南
初
富

四
丁
目
十
七

番
二
四－

三

号
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日

七
八
五
二
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式
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社

小
髙
設
備
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匡
哉

埼
玉
県
川
越
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字
下
広

谷
五
百
十
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番
地
一
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月
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一
日

七
七
〇
三

高
橋
設
備
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留
治

八
王
子
市
諏

訪
町
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五

番
地
十
九
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月
二
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四
日

二
二
一
一

三
陽
工
業
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保

三
夫

杉
並
区
井
草
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丁
目
三
十
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番
十
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号
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月
二
十

七
日

三
六
八
二
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会
社

協
新
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工

八
代

和
也

板
橋
区
板
橋
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丁
目
十
番

四
号

同
月
三
十

一
日

五
四
三
八

有
限
会
社

平
山
設
備

平
山

敏
雄

練
馬
区
中
村

三
丁
目
四
番

十
号

同
日

七
九
二
三

株
式
会
社

川
名
産
業

小
野
原
真
一

郎

神
奈
川
県
相

模
原
市
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央

区
上
矢
部
二

丁
目
二
十
四

番
二
十
六
号
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日
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東

京
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東
京
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